
碧南市監査委員公表第７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、保育園、幼

稚園、小学校、中学校及び公民館の令和７年度定期監査を実施したので、同条第９項の規

定により、その結果を公表する。 
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定期監査の結果 

 

１ 監査の種類     

地方自治法第１９９条第４項及び碧南市監査基準第４条第１項第１号の規定により実施

する監査 

２ 監査の対象 

(1) 保育園  天道保育園、築山保育園 

(2) 幼稚園  中央幼稚園、大浜幼稚園 

 (3) 小学校  中央小学校、大浜小学校、西端小学校 

 (4) 中学校  新川中学校、東中学校、西端中学校 

 (5) 公民館  新川公民館、中部公民館、西端公民館 

３ 監査の範囲 

  令和６年４月１日から令和７年８月３１日まで 

４ 監査の実施期間及び場所 

監査対象施設 実 施 日 実施場所 

新川中学校、西端公民館、新川公民館 令和7年10月 2日 

現 地 

大浜小学校、天道保育園、築山保育園 令和7年10月 7日 

東中学校、中部公民館 令和7年10月 8日 

大浜幼稚園、西端小学校、中央幼稚園 令和7年10月10日 

中央小学校、西端中学校 令和7年10月15日 

５ 監査の着眼点  

 財務に関する事務等の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙

げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて、配当予算の執行及

び現金の出納を重点に監査した。 

６ 監査の主な実施内容  

  碧南市監査基準に準拠し、提出された定期監査資料に基づき、関係帳簿の調査を行うと

ともに、施設長等の説明を聴取して監査を実施した。 



備品の管理状況について、管理台帳より抽出した数点について調査した。 

各小中学校における毒物劇物については、事前に現状の管理状況を確認した上で監査を

実施した。 

８ 監査の結果 

  各事務は、いずれも適正に執行されていると認めた。 

 


